
様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の推進状況　（Ｐｌａｎ・Ｄｏ） （単位：千円）

1

2

3

4

施策展開

施策

対応する
主な課題

関係部等 企画部、土木建築部、教育庁

42,474

611,550

○地権者や不動産取引に関わる事業者
に対し、土地先行取得制度の周知を図り、
普天間飛行場における将来の道路用地と
して、約0.9haの土地取得を行った。（１）

○普天間飛行場内への立ち入り手続きの
見直しの影響により、立ち入り許可がおり
ず、平成28年度内の調査実施を断念した
ため、大幅遅れとなったが、既に返還され
た西普天間住宅地区の確認調査、試掘調
査を実施した。（２）

○跡地利用計画策定に向け、有識者会議
において、配置方針図の更新に向けた検
討や、周辺市街地の改善と連携した跡地
利用の検討を行い、さらに返還予定地に
おける自然環境調査及び埋蔵文化財調
査については、環境補足協定よりもさらに
早い段階の着手等について、国に対し要
望を行った。
　また、跡地利用についてわかりやすくイ
メージできるプロモーションビデオ（南側エ
リア）の制作や、跡地利用に係るホーム
ページコンテンツの整備などにより、県
民、地権者等への情報発信を強化し、県
民全体の跡地利用への機運醸成を図っ
た。（３）

○金武町の金武湾港海岸ギンバル地区
（L=800m）において、海岸整備の実施設計
を行った。（４）

推進状況

駐留軍用地跡地の有効利用の推進3-（13）

○県土の枢要部分を占有している基地の存在は、総合的な交通ネットワークの構築や計画的なまちづく
り、産業立地の支障となるなど、本県の振興を進める上で、大きな障害となっている。

○また、跡地利用に際しては、良好な生活環境の確保、新たな産業の振興、交通体系の整備、自然環境
の保全・再生など、沖縄振興のための貴重な空間として、都市構造の歪みを是正し、県土構造の再編も視
野に入れた総合的かつ効率的な有効利用を図る必要がある。

○平成２４年４月に施行された「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する
特別措置法」に基づき、国及び関係市町村との密接な連携により、今後の跡地整備を円滑かつ確実に進
めるとともに、沖縄に潜在する発展可能性を最大限に発揮できるよう有効かつ適切な利用に取り組む。

（補足）
　返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地は、約９割が民有地で公有地が極端に少ない
状況であり、跡地開発では必要な公共施設用地の確保の遅れが跡地開発事業の遅延に繋がることから、
返還前の早い段階から公有地を確保する必要がある。

　返還が予定されている駐留軍用地跡地の利用にあたっては、各跡地の利用計画を総合的にマネージメ
ントし、効率的に整備することが重要であり、各跡地の特性を活かしつつ、広域的な観点から役割を連携･
分担した跡地利用の方向性を示し沖縄全体の発展につなげる必要がある。

活動概要

順調

基地内埋蔵文化財分布調査
（教育庁文化財課）

普天間飛行場等の駐留軍用地の跡地
利用の促進を図るための、跡地利用
計画の策定に向けた調査
・大規模駐留軍用地跡地利用推進費
・駐留軍用地跡地利転用促進事業費
（企画部企画調整課）

跡地利用を推進するための公有地の
拡大
（企画部企画調整課）

主な取組

ギンバル訓練場跡地における海岸環
境整備事業
（土木建築部海岸防災課）

3,875

決算
見込額

順調

順調

実施計画掲載頁

1,724

347頁

大幅遅れ

「施策」総括表

平成28年度

駐留軍用地跡地利用の促進に向けた取組
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況　（Ｄｏ）

（１）成果指標

状
況
説
明

（2）参考データ

Ⅲ　内部要因の分析　（Ｃｈｅｃｋ）

Ⅳ　外部環境の分析　（Ｃｈｅｃｋ）

Ⅴ　施策の推進戦略案　（Ａｃｔｉｏｎ）

・地権者や不動産取引に関わる事業者に対し、引き続き、土地先行取得制度の周知を図り、土地買取りの申出等の促
進を図る必要がある。
・普天間飛行場の跡地利用計画策定に向けては、行程計画に基づく取組を着実に推進する必要があり、計画内容の
具体化を図るため、引き続き文化財や自然環境等の調査等の実施や、国、県関係部局及び宜野湾市との連携が重要
となる。
・また、跡地利用計画は、周辺地域の開発の動向や、広域的かつ長期的な観点からの土地利用や交通計画を踏まえ
て検討し、県土構造の再編につなげる必要がある。
・嘉手納以南の統合計画により、普天間飛行場の他「西普天間住宅地区」等、返還に伴う跡地利用計画を円滑化に推
進するため迅速な調査が必要である。しかし、基地以外の緊急の開発対応調査もあり、県及び当該市町村の埋蔵文化
財専門職員数が不足しているため、返還計画に伴う文化財調査に対応できない。

沖縄県の現状

全国の現状

普天間飛行場内の土地取得実
績

約3.2ha
（26年）

約2.0ha
（27年）

普天間飛行場跡地利用計画策
定等に向けた調査

基準値

４件
（27年）

３件
（28年）

1

約0.9ha
（28年）

４件
（26年）

―

―

―↘

成果指標名

―― ―

現状値

―

・平成28年12月に制定された宜野湾市条例（200㎡未満の土地を民間に売却しようとする場合においても、市窓口に届
出を義務化）について、地権者及び不動産取引に関わる事業者に対し、周知を図る必要がある。
・平成27年９月に締結された日米地位協定に係る環境補足協定では、返還前の立入調査が可能な期間は、返還日の
150労働日前を超えない範囲とされているが、自然環境調査及び埋蔵文化財調査はできるだけ早い段階から着手する
必要があることなど、充分な内容とはいえない部分がある。
・基地内文化財分布調査では、近年、米軍側の立入許可の遅れに伴い、調査期間の短縮を余儀なくされ、計画通りに
進められない状況である。
・ギンバル訓練場跡地における海岸環境整備事業について、自然豊かな海岸を有する地域においては、事業を実施す
る海岸でそれぞれ異なる特性を持った環境及び周辺に生息する生物へ配慮した計画策定が必要であり、さらに地域の
ニーズに合った海岸整備が求められる。

―

― ―

・跡地利用を推進するための公有地の拡大に向けた取組として、地権者や不動産取引に関わる事業者に対し、引き続
き、土地取得制度の周知を図るとともに、普天間飛行場の跡地利用計画策定に向けた取組との連携により、申出等の
促進を図る。また宜野湾市条例についても、地権者及び不動産取引に関わる事業者に対し、分かりやすいチラシ等に
より周知を図り、小規模の土地についても買取りを進めていく。
・広域的土地利用や交通計画を所管する関係機関と連携し、跡地利用計画策定につながる配置方針図の更新に向け
て取り組みを進める。また跡地利用について、わかりやすくイメージできるプロモーションビデオ及びホームページの更
新等、県民、地権者等へ情報発信することにより、県民全体の跡地利用に係る機運醸成を図る。
・返還予定地における自然環境調査及び埋蔵文化財調査については、環境補足協定よりもさらに早い段階の着手等に
ついて、国に対し求めていく。
・基地内文化財分布調査では、調査体制強化の必要性については、文化庁の指導・協力の下、国と県が連携して、市
町村に対して体制強化の指導・助言を継続して行い、同時に県も体制強化できるよう継続して努める。
・基地を抱える市町村や関係部局と情報交換を兼ねた調整を密に実施する等、情報の共有及び連携強化に努め、返
還前から文化財調査に係る基地内立入許可の手続きについては、沖縄防衛局と調整を行い、埋蔵文化財調査への影
響の軽減を図る。
・ギンバル訓練場跡地における海岸環境整備事業においては、自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の
事前環境調査や関係者との調整結果を踏まえ、必要とされる対策を実施する。

H28目標値 改善幅

参考データ名 傾向 全国の現状
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